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地 域 交 通 課   

 

 

第１１次港区交通安全計画（素案）について 

 

 

１ 目的（P1～P2） 

区は、 交通事故等交通災害から 区民の生命を守り 、 安全で快適な暮ら し を 確保し 、 交

通安全対策を 総合的かつ計画的に推進する ため、 交通安全対策基本法（ 昭和４ ５ 年法

律第１ １ ０ 号）（ 以下「 基本法」 と いいます。） に基づき 、 昭和４ ８ 年以降、 １ ０ 次に

わたり 交通安全計画を策定し てき まし た。  

令和３ 年度から 令和７ 年度までの５ か年を 計画期間と する 第１ １ 次港区交通安全計

画ではＳ Ｄ Ｇ ｓ （ 持続可能な開発目標） への貢献など社会課題の解決に資すると と も

に、 高齢者と 子ども や自転車が関与する 事故や港区特有のタ ク シーが関与する事故の

防止等に重点を置いた取組を 推進し 、「 交通事故のない世界一安全なまち港区」 の実現

を 目指し ます。  

 

 

２ 第１１次港区交通安全計画の目標について（P8～P9） 

区内の交通事故負傷者数（ 警視庁「 区市町村別交通人身事故発生状況」）については、

１ ０ 年前の平成２ ３ 年の２ ， １ ２ ８ 人から 、 ５ 年前の平成２ ８ 年は１ ， ３ ２ １ 人と な

り 、 毎年、 減少を 続けていまし たが、 平成２ ９ 年以降は、 コ ロナ禍の影響を 受けた令

和２ 年を 除き 、 １ ， ４ ０ ０ 人程度で推移し ています。  

こ う し たこ と を 踏まえ、 区内における交通事故及び死傷者の発生の更なる抑止を図

るため、 目標は以下のと おり と し ます。  

＜目標＞ 

毎年の交通事故死亡者数０ ( ゼロ) を目指すと と も に交通事故負傷者数１ ，０ ０ ０ 人以

下を目指し ます。  

 

 

３ 重点課題と課題に対する取組について（P10～P19） 

交通安全計画の目標達成のために、 港区の交通環境の変化や新し い生活様式の定着、

様々な小型モビリ ティ の導入などの社会変化を 踏まえ、 前計画までの重点課題に加え

「 新し い日常・ サービスに対応し た交通安全対策の推進」 を 新たに追加し ます。  

また、東京都の条例で義務化さ れた自転車乗車時のヘルメ ッ ト の着用促進、自転車損

害賠償保険の加入促進に関する取組等を行います。  

＜重点課題＞ 

（ １ ） 高齢者と 子ども の交通安全の確保 

（ ２ ） 自転車の安全利用の推進 

（ ３ ） タ ク シー事故の防止 

（ ４ ） 二輪車の事故等の防止 

（ ５ ） 飲酒運転の根絶 

（ ６ ） 新し い日常・ サービスに対応し た交通安全対策の推進（ 新規）  
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４ 実施する施策（P20～P42） 

６ つの重点課題を 解決するための具体的施策と し て以下の６ つを 掲げ、 実効性のあ

る交通安全対策を 推進し ます。  

＜重点課題に対応する施策＞ 

（ １ ） 道路交通環境の整備（ P20～P24）  

 （ 施策の一例）  

施策１ －２ －（ ２ ） 信号機の改良（ 警察署）  

・ 高齢者や身体障害者等の歩行の安全を 確保するため、 横断用の押し ボタ ンを押す

こ と で歩行者の青横断時間の延長ができ る「 歩行者感応制御式信号機」、 残り 時間

を表示する「 ゆと り シグナル」、 歩行者と 車両の通行を 時間的に分離する「 歩車分離

式信号機」、 視覚障害者へ音によっ て歩行者用青信号の表示を知ら せる「 音響式信

号機」 等の整備を 推進し ます。  

 

（ ２ ） 道路交通秩序の維持（ P25～P29）  

 （ 施策の一例）  

施策２ －３ －（ ５ ） 放置自転車の撤去（ 区）  

・ 自転車等駐車場を 整備し 、 放置禁止区域に指定し た鉄道駅周辺に指導員を 配置し 、

自転車等駐車場の利用促進と 放置防止のための声掛けを 行います。 歩行の障害と

なる放置自転車等の撤去を 粘り 強く 続け、 自転車等駐車場の利用を 周知し ます。 

 

（ ３ ） 交通安全意識の普及徹底（ P30～P37）  

 （ 施策の一例）  

施策３ －１ －（ ５ ） 事業者に対する交通安全教育（ 区・ 警察署）  

・ 事業所を中心と し た各種安全運転講習会を実施するほか、 安全運転管理者、 運行

管理者等を 通じ た安全教育活動を 推進し ます。  

  施策３ －４ －（ ５ ） デリ バリ ー目的の自転車利用者に対する普及・ 啓発（ 区・ 警察署）  

・ デリ バリ ー目的の自転車利用者に対し て、 その事業形態に応じ て、 事業者と も 連

携し ながら 、 チラ シや、 Ｓ Ｎ Ｓ （ Twi t t er 等） などの様々な広報媒体によ る普及、

啓発に努めます。  

施策３ －４ －（ ６ ） 新たなモビリ ティ 利用者等に対する普及・啓発（ 区・ 警察署）  

・ 電動キッ ク ボード をはじ めと し た新たなモビリ ティ 利用者、 事業者、 販売店に対

し て、 交通ルールの普及、 啓発に努めます。  

 

（ ４ ） 安全運転と 車両の安全性の確保（ P38～P39）  

 （ 施策の一例）  

施策４ －１ －（ ２ ） 自転車利用者のヘルメ ッ ト の着用促進（ 区）  

・ 児童又は幼児が自転車損害賠償保険に加入し た場合に、 ヘルメ ッ ト 購入にも 使え

る商品券を 提供する仕組みを 検討し 、 ヘルメ ッ ト 着用を 促進し ます。  

 

（ ５ ） 救助・ 救急と 被害者支援（ P40）  

 （ 施策の一例）  

施策５ －２ －（ ２ ） 自転車損害賠償保険等への加入促進（ 区・ 警察署）  

・ 自転車利用者が加害者と なり 、 高額の損害賠償責任を 負う 事例が発生し ているた

め、 自転車損害賠償保険の普及を推進し ます。 自転車利用者や業務で自転車を 使

用する事業者による自転車損害賠償保険への加入等を推進し ます。  
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（ ６ ） 災害発生時における道路交通対策（ P41～P42）  

 （ 施策の一例）  

施策６ －１ －（ ２ ） 電線類の地中化の推進（ 国・ 東京都・ 区）  

・ 都市防災機能の向上や安全な歩行空間の創出、 質の高い都市景観の形成を 図るた

め、 道路の構成や沿道状況等に合わせ、 電線類の地中化を推進し ます。  

 

 

５ 計画期間について（P8） 

計画期間は、 令和３ 年度から 令和７ 年度までの５ か年と し ます。  

 

 

６ 検討経過（P43） 

令和３ 年７ 月１ ４ 日  港区交通安全連絡協議会幹事会 

令和３ 年８ 月１ ０ 日  港区交通安全連絡協議会幹事会 

令和３ 年９ 月３ 日    港区交通安全連絡協議会 

 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

令和３ 年１ ２ 月１ ５ 日から 令和４ 年１ 月１ ７ 日まで 

           パブリ ッ ク コ メ ント の実施（ １ か月間）  

令和４ 年 １ 月中旬  港区交通安全連絡協議会幹事会 

       １ 月下旬  港区交通安全連絡協議会 

２ 月上旬  交通・ 環境等対策特別委員会へ区民意見募集結果報告 

     ２ 月中   「 第１ １ 次港区交通安全計画」 策定 



 
 交通安全対策の具体的な行動を定めます。 各施策には重

点課題に対する取組も 含んでいます。  

分野 施策 

第１章 

道路交通環境

の整備 

P２0 
～ 

P24 

・ 道路の整備( 道路等の公共施設の
バリ アフ リ ー化 等)  

・ 交通安全施設等の整備 
（ 標識・ 標示の整備 等）  

・ その他の道路交通環境の整備 
( 橋り ょ う の計画的な整備 等)  

・ 自転車利用環境の整備 
（ 自転車走行空間整備の促進 
等）  

第 2 章 

道路交通秩序

の維持 

P２5 
～ 

P29 

・ 交通実態に対応し た交通規制の推
進（ 高齢者対策等）  

・ 都市交通機能確保のための交通対
策（ 路線バスの優先対策 等）  

・ 放置自転車対策の推進 
（ 自転車等駐車場の整備 等）  

・ 指導取締り の強化（ タ ク シー事故防
止、 自転車・ 電動キッ ク ボード ・ 小型
モビ リ ティ ーに対する 指導強化等）  

第 3 章 

交通安全意識

の普及徹底 

P30 
～ 

P37 

・ 生涯にわたる交通安全教育の推進 
（ 学校等における 交通安全教育 等）  

・ 通学・ 通園時における交通安全の
確保( 通学路の安全の確保 等)  

・ 地域社会における交通安全意識の
高揚( 地域の交通安全組織の拡大
と 育成)  

・ 交通安全に関する広報活動の充実
（ 様々な広報媒体による広報活
動、 電動キッ ク ボード 等の新モビ
リ ティ 利用者等の普及啓発 等）  

第 4 章 

安全運転と車

両の安全性の

確保 

P38 
～ 

P39 

・ 安全運転の確保 
（ 自転車利用者のヘルメ ッ ト の着用
促進、 自転車の点検整備の啓発等）  

第 5 章 

救助・救急と

被害者支援 

P40 

・ 救助・ 救急体制の整備 
（ 救助・ 救急活動技能の向上等）  

・ 交通事故被害者の支援 
（ 子どもの自転車損害賠償保険等へ
の加入 等）  

第 6 章 

災害発生時に

おける道路交

通対策 

P41 
～ 

P42 

・ 災害に強い交通施設等の整備 
（ 電線類の地中化の推進 等）  

・ 災害発生時の対策 
（ 緊急通行車両等の交通の確保 
等）  

 

 
 

■計画策定の背景及び視点 P1～P2 

⚫  区では、 交通事故等交通災害から 区民の生命を守り 、 安全で

快適な暮ら し を確保し 、 交通安全対策を総合的かつ計画的に

推進するため、交通安全対策基本法（ 昭和 45 年法律第 110 号）

に基づき、 昭和 48 年以降 10 次にわたり 交通安全計画を策定

し てきまし た。  

⚫  こ の計画は SDGｓ （ 持続可能な開発目

標） の実現と 港区内における道路交通

の安全に関する諸施策の大綱です。  

国の第１ 1 次交通安全基本計画及び東京都の第１ 1 次東京都

交通安全計画に基づき策定し ます。  

⚫  区内における道路交通の安全に関する諸施策の大綱と し て、

「 交通事故のない世界一安全なまち港区」 の実現を目指し ま

す。  

 

 

■港区の交通事故状況 P4～P7 

 前計画策定時 

平成 28（2016）年 
令和２（2020）年 

高齢者と 

子どもの 

交通事故 

死傷者数 

高齢者：122 名 
（死者１、重傷者４、軽傷者 117） 

こども： 42名 

（死者 0、重傷者 0、軽傷者 42） 

高齢者：105 名 
（死者１、重傷者 11、軽傷者 93） 

こども： 45名 

（死者 1、重傷者 ２、軽傷者 42） 

自転車の 

交通事故 

死傷者数 

256 人 259 人 

タクシー関与の

交通事故件数 
560 件（関与率 38.4％） 

※都内の関与率の平均 13.9％ 
319 件（関与率 27.9％） 
※都内の関与率の平均 ９.9％ 

二輪車（自動二

輪、原付）の交通

事故件数 

246件 
（全事故件数に対する構成比 

10.5％） 

191件 
（全事故件数に対する構成比 

10.6％） 

飲酒運転件数 ０件（都内 202 件） ０件（都内 151 件） 

 

第１章 基本的事項 P1～P2 

第 2 章 港区の道路・交通事故状況 P3～P７ 

第３章 第１１次港区交通安全計画の目標 P8～P9 

   
⚫  港区の交通状況の現況を踏まえ、 第 10 次港区交通安全計画での重点課題（①〜

⑤）の対応を維持しながら 、 重点⑥「新しい日常・サービスに対応した交通安全
対策の推進」として、デリバリーを⽬的とした⾃転⾞利⽤者に対する指導等の新

し い課題に対応し た交通安全対策の推進を基本と し て重点課題と 関連する取組

を設定し まし た。 また、 ヘルメットの着⽤促進、⾃転⾞損害賠償保険の加⼊促進
と いっ た取組を拡充します。 

 
 
 
 
 
 
 

重点課題 重点課題に関する主な取組 
前計画から

の変更点 

本編 

ページ 

①高齢者と子どもの 

交通安全の確保 

高齢者と子どもへの交通安全対策 更新 P10 

高齢運転者の交通安全対策 継続 P11 

交通安全教育の推進 継続 P11 

通学・通園時における交通安全の確保 新規 P12 

➁自転車の安全利用 

の推進 

教育・啓発の推進 更新 P13 

指導取締りの強化 継続 P14 

自転車の安全性の確保 拡充 P14 

放置自転車対策の推進 継続 P15 

自転車利用環境の整備 継続 P15 

損害賠償保険等への加入促進 拡充 P15 

③タクシー事故の 

防止 

教育・啓発の推進 継続 P16 

指導取締りの強化 継続 P16 

④二輪車事故等の 

防止 

道路交通環境の整備 継続 P17 

教育・啓発の推進 継続 P17 

指導取締りの強化 継続 P17 

⑤飲酒運転の根絶 
広報啓発活動の充実・強化 継続 P18 

指導取締りの強化 継続 P18 

⑥新しい日常・ 

サービスに対応し

た交通安全対策の

推進 

オンライン教育ツールの活用 新規 P19 

教育手法の見直し 新規 P19 

新たなサービスの利用者への交通安全対策 新規 P19 

 

 第１部  総論 P1～P9                    第２部 重点課題と課題に関する取組 P10～P19                      第３部 実施する施策 P20～P42                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

計画に関連する主な

SDGｓのゴール 

目   標：毎年の交通事故死亡者数０（ゼロ）を目指すととも

に交通事故負傷者数１,０00 人以下 

 

計画期間：令和３年度から令和７年度までの５か年 

重

点

課

題 

①高齢者と子どもの交通安全の確保  
➁⾃転⾞の安全利⽤の推進  
③タクシー事故の防止  
④⼆輪⾞事故等の防止  
⑤飲酒運転の根絶     
⑥新しい日常・サービスに対応した交通安全対策の推進 
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